
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日
提
出

質

問

第

六

六

号

外
務
省
に
よ
る
同
行
記
者
団
に
対
す
る
白
紙
領
収
書
の
供
与
に
つ
い
て
の
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る

再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
に
よ
る
同
行
記
者
団
に
対
す
る
白
紙
領
収
書
の
供
与
に
つ
い
て
の
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る

再
質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
累
次
に
渡
り
質
問
主
意
書
で
取
り
上
げ
て
き
た
、
過
去
に
外
務
省
在
外
公
館
の
名
称
が
記
さ
れ
た
レ
タ
ー
ヘ
ッ
ド

の
右
下
部
に
在
外
公
館
名
が
記
載
さ
れ
た
印
を
押
し
、
金
額
等
が
記
さ
れ
て
い
な
い
文
書
を
同
行
記
者
団
の
経
費
支
払
証
明

書
・
領
収
書
（
以
下
、
「
白
紙
領
収
書
」
と
い
う
。
）
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
外
務
省
職
員
が
作
成
し
て
い
た
と
さ
れ
る
こ

と
に
関
し
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
三
八
号
）
で
は
「
御
指
摘
の
『
白
紙
領
収
書
』
を
作
成
し
た
事
実
を
裏

付
け
る
書
類
そ
の
他
の
客
観
的
な
資
料
が
な
く
、
ま
た
、
過
去
に
御
指
摘
の
元
外
務
省
欧
州
局
長
及
び
当
時
報
道
課
に
勤
務
し

て
い
た
職
員
を
中
心
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
が
、
御
指
摘
の
『
白
紙
領
収
書
』
が
作
成
さ
れ
た
と
の
事
実
は
確
認
さ
れ
な

か
っ
た
。
現
時
点
に
お
い
て
も
御
指
摘
の
『
白
紙
領
収
書
』
が
作
成
さ
れ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
の
見
解
に
変
わ
り

は
な
い
。
詳
細
な
再
調
査
に
つ
い
て
は
、
書
類
そ
の
他
の
客
観
的
な
資
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
加
え
、
本
事
案
か
ら
既
に
約

二
十
年
が
経
過
し
て
お
り
、
関
係
者
の
記
憶
の
み
に
基
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
改
め
て
行
う
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
過
去
に
御
指
摘
の
元
外
務
省
欧
州
局
長
及
び
当
時
報
道
課
に
勤
務
し
て
い
た
職
員
を
中
心
に
聞

一



き
取
り
調
査
を
行
っ
た
」
と
あ
る
が
、
右
答
弁
は
、
鳩
山
由
紀
夫
新
内
閣
発
足
後
に
「
白
紙
領
収
書
」
の
事
実
関
係
に
関
す

る
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
確
認
を
求
め
る
。

二

一
で
、
行
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

前
政
権
で
は
、
「
白
紙
領
収
書
」
の
事
実
関
係
に
関
し
、
外
務
省
内
で
調
査
が
行
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
調
査
が

い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
、
ど
こ
で
、
誰
の
責
任
の
下
、
ど
の
様
な
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
等
の
実
態
や
、
調
査
対
象
と

な
っ
た
人
物
の
具
体
的
回
答
等
、
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
過
去
に
御
指
摘

の
元
外
務
省
欧
州
局
長
及
び
当
時
報
道
課
に
勤
務
し
て
い
た
職
員
を
中
心
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
」
と
あ
る
が
、
鳩
山

内
閣
と
し
て
、
そ
の
実
態
や
対
象
と
な
っ
た
人
物
の
具
体
的
回
答
等
、
聞
き
取
り
調
査
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
考
え
は
あ

る
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
詳
細
な
再
調
査
に
つ
い
て
は
、
書
類
そ
の
他
の
客
観
的
な
資
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
加
え
、

本
事
案
か
ら
既
に
約
二
十
年
が
経
過
し
て
お
り
、
関
係
者
の
記
憶
の
み
に
基
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
改
め
て

行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
鳩
山
内
閣
と
し
て
、
特
に
元
外
務
省
事
務
官
で
大
宅
壮
一
賞
作
家
の
佐
藤
優

氏
に
対
し
、
過
去
に
直
接
「
白
紙
領
収
書
」
の
作
成
を
指
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
原
田
親
仁
元
外
務
省
欧
州
局
長
に
再
度
事

二



実
関
係
を
問
い
質
す
等
の
方
法
を
も
っ
て
、
改
め
て
「
白
紙
領
収
書
」
の
事
実
関
係
に
関
す
る
調
査
を
今
後
行
い
、
国
民
に

事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
鳩
山
内
閣
と
し
て
、
右
を
行
う
考
え
は
あ
る
か
。

五

当
方
と
し
て
、
「
白
紙
領
収
書
」
を
報
道
関
係
者
等
に
手
渡
す
と
い
う
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
確
か
な
話
を
聞
い

て
い
る
。
例
え
ば
、
谷
崎
泰
明
外
務
省
欧
州
局
長
や
、
丸
尾
眞
在
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
総
領
事
は
じ
め
、
右
の
慣
行
を
良
く

知
る
人
物
は
誰
か
も
把
握
し
て
い
る
。
新
内
閣
に
お
い
て
も
、
外
務
省
と
し
て
「
白
紙
領
収
書
」
の
慣
行
は
「
確
認
さ
れ
て

い
な
い
」
と
、
あ
く
ま
で
否
定
を
続
け
る
考
え
で
い
る
の
か
。

六

鳩
山
内
閣
と
し
て
、
前
政
権
で
は
成
し
得
な
か
っ
た
、
「
白
紙
領
収
書
」
と
い
う
外
務
省
の
膿
を
出
し
切
る
べ
く
、
徹
底

し
た
情
報
開
示
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


